
報告第８号 

 

   令和６年度伊賀市下水道事業会計予算繰越しについて 

 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用できる経費について、別紙のとおり繰越計算書を調製したので、同条第３項の規

定により報告する。 

  令和７年６月５日提出 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 　 円 円 円 円 円 円

款 項 事　業　名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不用額

　　　令和６年度伊賀市下水道事業会計予算繰越計算書

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

説　　　　明

国庫補助金 企業債
損益勘定留保
資 金 等

26,000,000 2,740,000 0

0 4,620,000 0 0

031,900,000

0
上野新都市浄化セ
ンターNo.４主ポン
プ更新工事

R6年度工事にかかる特注品
（汚泥脱水機及び制御盤）
の発注後製造に不測の期間
を要することが判明し、年
度内での完了が困難になっ
たため。

6,996,000 0

受注生産品（水中ポンプ）
の製作期間に日数を要した
ため。

上野新都市浄化セ
ンターNo.2主ポン
プ更新工事

4,620,000 0 4,620,000 0

112,820,000 52,180,000 60,640,000
上野新都市浄化セ
ンターストックマ
ネジメント事業

0
受注生産品（水中ポンプ）
の製作期間に日数を要した
ため。

島ヶ原地区統廃合
事業

55,912,000 21,619,200 34,292,800 11,490,400 17,200,000 5,602,400 0 0

先行発注した別業務が入札
不調となり、設計に使用す
る成果品の入手が遅滞し、
年度内での完了が困難と
なったため。

6,996,000 0 0 6,996,000

受注生産品（通報装置）の
製作期間に日数を要したた
め。

希望ヶ丘浄化セン
ター通報装置更新
工事

6,603,300 2,500,000 4,103,300 0 0 4,103,300 0 0
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円 円 　 円 円 円 円 円 円

左 の 財 源 内 訳

不用額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

説　　　　明

国庫補助金 企業債
損益勘定留保
資 金 等

781,000 0 0
受注生産品（水中ポンプ）
の製作期間に日数を要した
ため。

781,000 0 0

長田地区農業集落
排水処理施設
P9中継ポンプ場
NO.1ポンプ更新工
事

781,000 0

中柘植１号マン
ホールポンプNo.１
ポンプ更新工事

528,000 0 528,000 0 0 528,000 0 0
受注生産品（水中ポンプ）
の製作期間に日数を要した
ため。

事　業　名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

建設改良費資本的支出 11

款 項

0 1,133,000 0 0
受注生産品（水中ポンプ）
の製作期間に日数を要した
ため。

府中第２地区他２
地区農業集落排水
処理施設
中継ポンプ更新工
事

7,788,000 0 7,788,000 0 0 7,788,000 0 0
受注生産品（水中ポンプ）
の製作期間に日数を要した
ため。

古山地区農業集落
排水処理施設
P14中継ポンプ場
NO.2ポンプ更新工
事

1,133,000 0 1,133,000 0

0 605,000 0 0
受注生産品（インバータ）
の製作期間に日数を要した
ため。

地方創生汚水処理
施設整備推進交付
金事業

167,520,700 80,218,700 87,302,000 33,651,000 49,200,000 4,451,000 0 0

受注生産品（真空弁ユニット通
報装置）及び特注品（余剰汚泥
流出弁）の発注後製造に不測の
期間を要することが判明し、年
度内での完了が困難になったた
め。

花之木地区農業集
落排水処理施設
ばっ気槽ブロワ用
インバータ他更新
工事

605,000 0 605,000 0

計 365,307,000 156,517,900 208,789,100 77,041,400 92,400,000 39,347,700 0 0


